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はじめに

・ 「自動車の運転の業務に主として従事する」とは？
「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、個別の事案の実態に応じて判断しますが、実態として、物品又
は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間
が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、該当することとなります。

！

・ 自家用自動車の自動車運転者にも適用されます
改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。こ
のため、自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。）の自動車運転者にも適用されます。

！

　改善基準告示の対象者は、労働基準法第９条にいう労働者（同居の親族のみを使用する事業又は
事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主とし
て従事するものです。

〈 改善基準告示の対象者 〉 

・ 労働基準法第９条にいう労働者に該当しない個人事業主等は、改善基準告示の直接の対象とはな
りません。

・ 他方、道路運送法（※１）及び貨物自動車運送事業法（※２）等の関連法令に基づき、旅客自動車運送事
業者及び貨物自動車運送事業者は、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定め
る基準（※３）に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなけ
ればならない旨の規定が設けられており、その基準として、改善基準告示が引用されています。当
該規定は、個人事業主等である運転者にも適用され、実質的に改善基準告示の遵守が求められる
ものであることから、これらの事業者等の関係者は、このことに留意する必要があります。

（参考）個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます

※１ 昭和26年法律第183号
※２ 平成元年法律第83号
※３ 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第１項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
　　（平成13年国土交通省告示第1675号）
　　貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
　　（平成13年国土交通省告示第1365号）
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拘束時間と休息期間の定義

　労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む。）の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使
用者に拘束される全ての時間をいいます。

● 拘束時間

　使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束
時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労
働者の全く自由な判断に委ねられる時間をいいます。休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なるも
のです。

● 休息期間

日勤勤務者の拘束時間、休息期間

１

1
※ 車庫待ち等の自動車運転者については「３ 車庫待ち等の自動車運転者」を参照

終業

休息期間 作業時間
（運転・整備等）

手待ち時間
（客待ち等）

休息期間 休憩時間
（仮眠時間を含む。）

始業

終業

始業

拘束時間拘束時間

労働時間
（時間外労働、
休日労働を含む。）
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